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令和２年竹田市農業委員会４回総会議事録 
 

１．日  時 令和２年４月６日(月)  午後３時００分～午後４時０９分 

  

２．場  所 竹田市役所３階５会議室 

 

３．出席委員 ８名 

1 番 丹 統司、2番 小伏間敬雄、3番 佐藤 博一 、4番 本郷 敦子 

7番 馬場 一己、8番 和田 京子、10 番 志賀 一幸、13番 森  哲秀 

 

４．欠席委員 ５名 

  5番 麻生 敏明、6 番 渡部美保子、9番 長野 幸生、11番 工藤 一美、12番 原  眞治、 

   

５．農業委員会事務局職員 

  事務局長：坂本大蔵、管理係長：佐藤正子、農地係長：工藤裕崇、管理係：津曲美香 

 

６．議事 

議案第２５号 農用地利用集積計画の承認について 農地中間管理事業分・・・・・・・・・・・・９件 

議案第２６号 農用地利用配分計画案に対する農業委員会の意見について・・・・・・・・・・・・３件 

議案第２７号 農用地利用集積計画の承認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１件 

議案第２８号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について・・・・・・・・・・・・・・・９件 

議案第２９号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について・・・・・・・・・・・・・・・２件 

議案第３０号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について・・・・・・・・・・・・・・・１件 

議案第３１号 非農地証明について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６件 

 

会長  あいさつ 

 

局長  ただいまの出席委員数は、８人で定足数に達しています。 

 

議長 

  只今から、令和２年竹田市農業委員会第４回総会を開会いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあります日程表により、運営いたしますのでご了承願います。 

 それでは、審議にはいります前に、議事録署名委員の指名を行います。 

 議事録署名委員は、８番 和田京子委員、１０番 志賀一幸委員の両名を指名いたします。 

 

議長 

  報告事項について、事務局より報告をお願いします。 
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事務局 

 報告第７号について報告を申し上げます。 

農地法第１８条第６項の規定による農地の合意解約の通知が、３件ありましたので報告いたします。 

１番、２番の２案件は、議案第２８号の農地法第３条の所有権移転に関連し、合意解約するものです。 

３番の１案件は、議案第２７号の農用地利用集積計画に関連し、合意解約するものです。続きまして、報告 

第８号について報告を申し上げます。農地法第３条の３第１項の規定により、相続による所有権を取得した 

との届出が、６件ありましたので報告します。 

 

議長 

  報告事項について、質問等ありませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようです。これで報告事項は終了いたします。 

 

議長 

  次に議案の上程を行います。 

議案第２５号 農用地利用集積計画の承認について 農地中間管理事業分・・・・・・・・・・・・９件 

議案第２６号 農用地利用配分計画案に対する農業委員会の意見について・・・・・・・・・・・・３件 

議案第２７号 農用地利用集積計画の承認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１件 

議案第２８号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について・・・・・・・・・・・・・・・９件 

議案第２９号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について・・・・・・・・・・・・・・・２件 

議案第３０号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について・・・・・・・・・・・・・・・１件 

議案第３１号 非農地証明について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６件 

 

以上、６１件を、本日の議案として提案いたします。 

 

議長 

  議事参与に該当する案件については、その議案の最初に行いますのでご了承ください。 

 議案第２５号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の承認について を議題といたします。 

 議案の説明を、事業所管課の農政課に求めます。 

 

農政課 

 １番及び９番の案件は農地中間管理事業により、土地所有者から大分県農業農村振興公社へ１０年間の賃 

借権による権利の設定を行うものであります。２番から８番の案件については農地中間管理事業により、土 

地所有者から大分県農業農村振興公社へ１０年８カ月間の賃借権による権利の設定を行うものであります。 
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議長 

  只今、議案第２５号について、事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質疑はございませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

 議案第２５号について、これを承認することにご異議のない方は、挙手をお願いいたします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議ないものと認めます。 

 よって、議案第２５号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の承認についてはこれを承認すること 

に決定します。 

 

議長 

  続いて、議案第２６号 農用地利用配分計画案に対する農業委員会の意見について を議題といたしま 

す。議案の説明を、事業所管課の農政課に求めます。 

 

農政課 

 先の議案第２５号におきまして、土地所有者から大分県農業農村振興公社への権利設定の承認をいただき 

ましたが、議案第２６号の農用地利用配分計画案は、農地中間管理事業による１０年間及び１０年８カ月間 

の賃貸借による権利の設定を、大分県農業農村振興公社から借受人へ行うものであります。 

 １番の借受人は、〇〇〇〇氏です。〇〇氏は、現在１６，９０７㎡の水田を耕作しておりますが、今回カボ

ス畑を借り入れ、カボス栽培を１０年間行う計画です。選定理由としましては、「双方でマッチングの結果」 

であります。 

 ２番の借受人は、認定農業者である 〇〇〇〇です。選定理由としましては、「基盤強化法の利用権設定か 

ら中間管理事業法賃借権へ移行」であります。 

 ３番の借受人は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。 

 選定理由としましては、「人・農地プランの中心的担い手としてマッチングした結果」であります。 

 

議長 

  只今、議案第２６号について、事務局による説明がありましたが、ご意見、ご質疑はございませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

 議案第２６号について、これを承認することにご異議のない方は、挙手をお願いいたします。 

 



 

- 4 - 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議ないものと認めます。 

 よって、議案第２６号 農用地利用配分計画案に対する農業委員会の意見については、これを承認すること 

に決定します。ここで、休憩いたします。 

農政課の井出係長は、退席してください。ありがとうございました。       （午後３時１９分） 

 

議長                                     （午後３時２０分） 

  再開します。続いて、議案第２７号 農用地利用集積計画の承認について を議題といたします。２８番 

及び２９番の案件について、７番 馬場一己 委員は、農業委員会法第３１条に規定する議事参与の制限に 

より、一時退席をお願いします。ここで、休憩します。             （午後３時２１分） 

 

議長                                     （午後３時２２分）  

  再開いたします。議案第２７号の２８番及び２９番の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

 ２８番及び２９番の借り手は、認定農業者である 〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。労力 

２名、稲作・畜産中心の農家であり、借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

 

議長 

  只今、事務局による説明がありましたが、ご意見、ご質疑はございませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

 議案第２７号の２８番及び２９番について、これを承認することにご異議ない方は、挙手をお願いいたしま 

す。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議ないものと認めます。 

 よって、議案第２７号の２８番及び２９番の農用地利用集積計画の承認についてはこれを承認することに決 

定します。 

 

議長 

  ７番 馬場一己 委員は、ご着席ください。 

 ここで、休憩します。                              （午後３時２２分） 

 

議長 
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  再開します。議案第２７号の１番から２７番、３０番及び３１番の説明を、事務局に求めます。 

（午後３時２３分） 

事務局 

 １番から４番の借り手は、〇〇〇〇氏です。１番は３年間の、２番から４番は５年間の賃貸借、再設定で 

す。労力は２名、稲作中心の農家であり、借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

５番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。 

 ６番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。２年間の賃貸借、再設定です。 

７番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。１０年間の賃貸借、再設定です。 

８番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。 

９番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、新規設定です。 

１０番の借り手は、〇〇〇〇氏です。３年間の賃貸借、新規設定です。労力１名、稲作中心の農家であり、 

借受農地の効率的な利用が見込まれます。  

１１番の借り手は、〇〇〇〇氏です。９ヶ月間の賃貸借、再設定です。労力２名、稲作・果樹栽培中心の農 

家であり、借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

１２番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。１０年間の賃貸借、再設定です。 

１３番の借り手は、〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。労力２名、稲作・畜産中心の農家であ 

り、借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

１４番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。３年間の賃貸借、再設定です。 

１５番及び１６番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。１５番は１０年間の、１６番は５年間の 

賃貸借、再設定です。 

 １７番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。 

 １８番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、新規設定です。 

 １９番及び２０番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。 

２１番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。６年間の賃貸借、再設定です。 

２２番の借り手は、新規就農者の〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、新規設定です。労力１名、畜産中心の 

農家であり、借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

２３番及び２５番、２６番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。２３番は３年間の、２５番及び 

２６番は５年間の賃貸借、新規設定です。 

２４番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。１０年間の使用貸借、再設定です。 

２７番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。１０年間の賃貸借、再設定です。 

３０番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、新規設定です。 

３１番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇氏です。５年間の賃貸借、再設定です。 

全ての案件について現地調査した農地利用最適化推進委員から、借り手は農業経営に必要な要件をすべて 

満たしており、問題ないとの報告を頂いています。 

 

議長  

 只今、事務局による説明がありましたが、ご意見、ご質疑はございませんか。 
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 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

 議案第２７号の１番から２７番、３０番及び３１番について、これを承認することにご異議ない方は、挙手 

をお願いいたします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議ないものと認めます。 

 よって、議案第２７号の１番から２７番、３０番及び３１番の農用地利用集積計画の承認については承認す 

ることに決定いたします。 

 

議長 

  続いて、議案第２８号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

 １番の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２８号の１番の案件は譲渡人〇〇〇〇氏から譲受人〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市大字植木字田島 

〇〇〇〇番 外４筆 登記地目 田５筆 合計面積４，０９０．９１平方メートルを息子が養子として県外 

へ転出したため親子間の贈与により所有権移転するものです。譲受人の取得後の経営規模は、３９，２９３． 

９１平方メートルとなり、下限面積要件を充たします。 

 

議長  

  ８番 和田京子委員に調査報告をお願いします。 

 

８番 和田京子委員 

  議案第２８号の１番の調査報告をいたします。譲受人の労力は２名です。農機具は、トラクター２台、コ 

ンバイン２台、田植え機２台を所有しており、稲作中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時 

従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じ 

ないと思われます。よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、議案第２８号の２番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２８号の２番の案件は譲渡人〇〇〇〇氏から譲受人〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市大字平田字十一 

〇〇〇〇番 外８筆 登記地目 田 9筆 合計面積７，４６２平方メートルを所有権移転するものです。譲 
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受人の取得後の経営規模は、７，４６２平方メートルとなり、下限面積要件を充たします。 

 

議長 

  ８番 和田京子委員に調査報告をお願いします。 

 

８番 和田京子委員 

  議案第２８号の２番の調査報告をいたします。譲受人の労力は２名です。トラクター・耕運機・田植え機 

・コンバインはすべてリースとします。稲作中心の農家で農地全部の効率的な利用と農作業に常時従事する 

ことが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思 

われます。よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、議案第２８号の３番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２８号の３番の案件は譲渡人〇〇〇〇氏から譲受人〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市大字入田字河宇 

田〇〇〇〇番 登記地目 田 1筆 面積１，１４４平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の取得 

後の経営規模は、２０，２４６平方メートルとなり、下限面積要件を充たしております。 

 

議長 

  ４番 本郷敦子委員に調査報告をお願いします。 

 

４番 本郷敦子委員 

  議案第２８号の３番の調査報告をいたします。譲受人の労力は２名です。農機具は、トラクター２台、田 

植え機１台、コンバイン２台を所有しており、稲作・花き栽培中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農 

作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に 

支障は生じないと思われます。よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると 

考えます。 

 

議長 

  続いて、議案第２８号の４番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２８号の４番の案件は譲渡人〇〇〇〇氏から譲受人〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市大字入田字広瀬 

〇〇〇〇番 登記地目 田１筆 面積６６９平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の取得後の経 

営規模は、５，０９７平方メートルとなり、下限面積要件を充たします。 
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議長 

  ４番 本郷敦子委員に調査報告をお願いします。 

 

４番 本郷敦子委員 

  議案第２８号の４番の調査報告をいたします。 

 譲受人の労力は１名です。農農機具は、トラクター1台を所有しており稲作・野菜中心の農家で農地全部の 

効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総 

合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとお 

り許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、議案第２８号の５番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２８号の５番の案件は譲渡人〇〇〇〇氏から譲受人〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市大字次倉字中ノ 

迫〇〇〇〇番 外１０筆 登記地目 田９筆、畑２筆 合計面積１０，０９４平方メートルを所有権移転す 

るものです。譲受人の取得後の経営規模は、１０，０９４平方メートルとなり、下限面積要件を充たします。 

 

議長 

  ３番 佐藤博一委員に調査報告をお願いします。 

 

３番 佐藤博一委員 

  議案第２８号の５番の調査報告をいたします。譲受人の労力は２名です。５年前教職を退職され跡を継い 

でおります。農機具は、トラクター１台、耕運機１台、田植え機１台を所有しており、稲作栽培中心の農家 

で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効 

率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。よって、許可要件のすべてを充たしており、 

原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、議案第２８号の６番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２８号の６番の案件は譲渡人〇〇〇〇氏から譲受人〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市荻町馬場字八重 

牧〇〇〇〇番 登記地目 田１筆 面積１，４４７平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の取得 

後の経営規模は、２２，７６０平方メートルとなり、下限面積要件を充たしております。 

 

議長 
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  ２番 小伏間敬雄委員に調査報告をお願いします。 

 

２番 小伏間敬雄委員 

  議案第２８号の６番の調査報告をいたします。譲受人の労力は２名です。農機具は、トラクター３台、コ 

ンバイン１台を所有しており、稲作・野菜栽培中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事 

することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じない 

と思われます。よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、議案第２８号の７番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２８号の７番の案件は譲渡人〇〇〇〇氏から譲受人〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市荻町馬場字井ノ 

頭〇〇〇〇番 登記地目 田１筆 面積３，０２９平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の取得 

後の経営規模は、１１６，４８２平方メートルとなり、下限面積要件を充たします。 

 

議長 

  ２番 小伏間敬雄委員に調査報告をお願いします。 

 

２番 小伏間敬雄委員  

 議案第２８号の７番の調査報告をいたします。譲受人の労力は３名です。農機具は、トラクター６台、田 

植え機１台、コンバイン１台を所有しており畜産経営中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常 

時従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生 

じないと思われます。よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。  

 

議長 

  続いて、議案第２８号の８番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２８号の８番の案件は譲渡人〇〇〇〇氏から譲受人〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市久住町大字白丹 

字下泉〇〇〇〇番 外４筆 登記地目 田５筆 合計面積９，５３０平方メートルを所有権移転するもので 

す。譲受人の取得後の経営規模は、９，５３０平方メートルとなり、下限面積要件を充たします 

 

議長 

  １０番 志賀一幸委員に調査報告をお願いします。 

 

１０番 志賀一幸委員 
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  議案第２８号の８番の調査報告をいたします。親子間の贈与であります。譲受人の労力は２名です。農機 

具は、トラクター１台、耕運機１台、田植え機１台を所有しており、野菜栽培中心の農家で農地全部の効率 

的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的 

な利用の確保に支障は生じないと思われます。よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許 

可に相当すると考えます。  

 

議長 

  続いて、議案第２８号の９番の説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２８号の９番の案件は譲渡人〇〇〇〇氏から譲受人〇〇〇〇氏へ、申請地の竹田市久住町大字添ヶ 

津留字太田〇〇〇〇番 登記地目 田１筆 面積１，６０７平方メートルを所有権移転するものです。譲受 

人の取得後の経営規模は、４１，１８０平方メートルとなり、下限面積要件を充たしております。 

 

議長 

  １０番 志賀一幸委員に調査報告をお願いします。 

 

１０番 志賀一幸委員 

 議案第２８号の９番の調査報告をいたします。譲受人の労力は２名です。農機具は、トラクター1台、田 

植え機１台を所有しており、養鶏中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見 

込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。 

よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。  

 

議長 

  只今、議案第２８号について、担当委員による報告がありましたが、ご意見、ご質疑はありませんか。 

 

３番 佐藤博一委員 

  ３番の写真を出していただけますか。畔があるのですか。 

 

４番 本郷敦子 

  畔があります。赤線に沿って畔があります。 

  

議長 

  他にないですか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 
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  ないようですので討論を終結いたします。 

 議案第２８号について、これを許可することにご異議ない方は、挙手をお願いします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２８号はこれを許可することに決定します。 

 

議長 

  続いて、議案第２９号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、１番の説明を事務局に求め 

ます。 

 

事務局 

  議案第２９号の１番の案件は、申請地 竹田市大字枝字笹川〇〇〇〇番 面積１，９６３平方メートルの 

 田です。この申請地は農用地 区域外の農地で、ほ場整備等農業公共投資の対象となっていない小集団の生 

産性の低い第２種農地です。転用目的は、植林です。周囲を山に囲まれ獣害がひどく農地として管理できな 

いため、スギ２００本を植林しました。転用行為は、すでに令和２年３月１０日に植林しており、始末書が 

添付されております。転用許可基準は、「申請に係る農地に変えて周辺の他の土地を供することにより当該 

申請に係る事業の目的を達成することができない場合」に該当すると考えられます。 

 

議長 

  １０番 志賀一幸委員に調査報告をお願いします。 

 

１０番 志賀一幸委員 

  ４月２日に馬場委員と事務局で現地確認をしました。その結果、周辺農地への日照等に支障を及ぼすおそ 

れがなく、確実性についてはすでに植林しているため、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、２番の案件について説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第２９号の２番の案件は、申請地 竹田市大字次倉字宮戸〇〇〇〇番 外３筆 合計面積３，２０５ 

平方メートルの農地です。この申請地は農用地 区域外の農地で、ほ場整備等 農業公共投資の対象となっ 

ていない小集団の生産性の低い第２種農地です。転用目的は、植林です。申請地は、日照条件が悪く獣害が 

ひどいことから、農地として管理できないため、スギ７５０本を植林しました。転用行為は、すでに令和２ 

年３月１日に植林しており、始末書が添付されております。転用許可基準は、「申請に係る農地に変えて周 

辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができない場合」に該当すると 

考えられます。 
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議長 

  １番 丹統司委員に調査報告をお願いします。 

 

１番 丹統司委員 

  現地確認の結果、周辺農地への日照等に支障を及ぼすおそれがなく、確実性についてはすでに植林してい 

るため、原案のとおり許可に相当すると考えます。以上です。     

 

議長 

  只今、議案第２９号について、担当委員による報告がありましたが、ご意見、ご質疑はありませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

議案第２９号について、許可相当として意見を付して、大分県知事に進達することにご異議ない方は挙手を 

お願いします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。 

よって、議案第２９号については、許可相当として意見を付して大分県知事に進達いたします。 

 

議長 

  続いて、議案第３０号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、１番の説明を事務局に求め 

ます。 

 

事務局 

 議案第３０号の１番の案件は、申請地 竹田市大字平田字指藤〇〇〇〇番 面積７５３平方メートルの畑 

です。この申請地は農用地 区域外の農地で、ほ場整備等農業公共投資の対象となっていない小集団の生産 

性の低い第２種農地です。転用目的は、太陽光発電施設です。転用者は九重町の業者で、当初所有者が太陽 

光発電施設を予定していましたが、できなかったため、転用者が申請地を所有権移転し太陽光発電施設の建 

設を計画したものです。排水は、既存水路に流す計画で、土地改良区の同意書も添付されております。 

工事期間は、令和２年６月３０日までを予定しています。転用許可基準は、「申請に係る農地に変えて周辺 

の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができない場合」に該当すると考 

えられます。  

 

議長 

  １０番 志賀一幸委員に調査報告をお願いします。 
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１０番 志賀一幸委員 

 現地確認の結果、周辺農地への日照等に支障を及ぼすおそれがなく、計画を実施できることが確実と認め 

られるため、原案のとおり許可に相当すると考えます。     

 

議長 

  只今、議案第３０号について、担当委員による報告がありましたが、ご意見、ご質疑はありませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

議案第３０号について、許可相当として意見を付して、大分県知事に進達することにご異議ない方は挙手を 

お願いします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議ないものと認めます。 

よって、議案第３０号については、許可相当として意見を付して大分県知事に進達いたします。 

 

議長 

  続いて、議案第３１号 非農地証明について、農地法第２条第１項に規定する農地に該当しない旨の証明 

願が提出されましたので、証明書を発行してよいか意見を求めます。１番の案件について、事務局に説明を 

求めます。 

 

事務局 

 議案第３１号の１番の案件は、申請者 〇〇〇〇氏の所有する、申請地 竹田市大字竹田字鬼ケ城〇〇〇 

〇番 外１筆 登記地目 畑２筆 合計面積２，５４２平方メートルは、周囲を山に囲まれた農地で、居住 

地から離れているため、昭和３５年頃から農地の管理ができなくなりました。現況は山林・原野となってい 

ます。始末書が添付されています。  

 

議長 

  １番 丹統司委員に調査報告をお願いします。 

 

１番 丹統司委員 

  １番の案件の調査報告を致します。現地確認の結果、現状は山林・原野となっております。現状からみて、

農地への復旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、２番の案件について説明を事務局に求めます。 
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事務局 

 議案第３１号の２番の案件は、申請者 〇〇〇〇氏の所有する、申請地 竹田市大字平田字十一〇〇〇〇 

番 外１１筆 登記地目 田３筆・畑９筆 合計面積７，８７０．１４平方メートルは、父が管理していた 

が平成７年に他界し、所有者は県外にいるため農地の管理ができなくなりました。現況は山林・原野となっ 

ています。始末書が添付されています。 

 

議長 

  ７番 馬場一己委員に調査報告をお願いします。 

 

７番 馬場一己委員 

  ２番の案件の調査報告を致します。現地確認の結果、現状は山林・原野となっております。現状からみて、 

農地への復旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、３番の案件について説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第３１号の３番の案件は、申請者 〇〇〇〇氏の所有する、申請地 竹田市大字平田字尾園〇〇〇〇 

番 登記地目 田１筆 面積９０平方メートルは、所有者が県外に居住しており、病気療養のため平成１０ 

年頃から農地の管理ができなくなりました。現況は原野となっております。始末書が添付されています。 

 

議長 

  ７番 馬場一己委員に調査報告をお願いします。 

 

７番 馬場一己委員 

  ３番の案件の調査報告を致します。現地確認の結果、現状は原野となっております。現状からみて、農地 

への復旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、４番の案件について説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

  議案第３１号の４番の案件は、相続財産管理人である〇〇〇〇氏が申請する、申請地 竹田市大字久保字 

 栗戸〇〇〇〇番 登記地目 畑１筆 面積７７平方メートルは、昭和２７年以前から公衆用道路として使用 

しております。現況は公衆用道路となっています。始末書が添付されています。  

 

議長 
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  ７番 馬場一己委員に調査報告をお願いします。 

 

７番 馬場一己委員 

  ４番の案件の調査報告を致します。現地確認の結果、現状は道路となっております。現状からみて、農地 

への復旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、５番の案件について説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

 議案第３１号の５番の案件は、申請者 〇〇〇〇氏の所有する、申請地 竹田市大字九重野字カゴメヲク 

〇〇〇〇番 登記地目 田１筆 面積２，６３４平方メートルは、周囲を山に囲まれ獣害がひどいため、平 

成８年頃から農地の管理ができなくなりました。現況は原野となっています。始末書が添付されています。 

 

議長 

  ２番 小伏間敬雄委員に調査報告をお願いします。 

 

２番 小伏間敬雄委員  

 ５番の案件の調査報告を致します。現地確認の結果、現状は原野となっております。現状からみて、農地 

への復旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、６番の案件について説明を事務局に求めます。 

 

事務局 

  議案第３１号の６番の案件は、申請者 〇〇〇〇氏の所有する、申請地 竹田市荻町恵良原字中原〇〇〇 

〇番 登記地目 畑１筆 面積２３４平方メートルは、宅地に隣接した農地で、母が野菜を栽培していたが、 

昭和５６年に県外に転出したため農地の管理ができなくなりました。現況は雑種地となっています。始末書 

が添付されています。 

 

議長 

  ２番 小伏間敬雄委員に調査報告をお願いします。 

 

２番 小伏間敬雄委員  

 ６番の案件の調査報告を致します。現地確認の結果、現状は雑種地となっております。現状からみて、農 

地への復旧が困難と思われます。よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 
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議長 

  只今、議案第３１号について、担当委員による報告がありましたが、ご意見、ご質疑はありませんか。 

  

３番 佐藤博一委員   

  ４番の写真を出していただけますか。あの道路は、私有地ですか。それとも市道ですか。私有地で舗装し 

たのですか。個人の道路ですか。 

 

１０番 志賀一幸委員 

   個人の道路です。 

 

議長 

  他にないですか。 

（なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

 議案第３１号について、非農地証明書を発行することにご異議ない方は、挙手をお願いいたします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３１号 非農地証明については、これを承認することに決定します。 

 

議長 

  これで、本日提出いたしました議案の審議は全て終了いたしました。 

 以上をもちまして、令和２年竹田市農業委員会 第４回総会を閉会いたします。ご協力誠にありがとうござ 

いました。                                【閉会:午後４時９分】 

 

令和２年４月６日 

 

竹田市農業委員会会議規則第１３条の規定により署名する。 

 
議  長                     

                                          

 

署名委員                     
                                          

  

署名委員                     
                          


